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〓業界情報〓 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車技術総合機構からのお知らせ 
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 〇「技術情報管理手数料（自動車機構に納付する４００円）の周知チラシ配布について」 

令和３年１０月１日より、自動車技術総合機構に納付することとなる技術情報管理手数料（４０

０円）について、国土交通省と自動車技術総合機構において周知チラシが作成されました。 

  会員の皆様に配布いたしますので、自動車ユーザーへの説明資料としてご活用ください。 

 

・自動車検査の法定手数料変更のお知らせ【両面印刷】 各事業場 １枚 

（自動車ユーザー向け周知チラシ） 

・技術情報管理手数料の納付方法について【片面印刷】 各事業場 １枚 

（整備事業者及び申請代理人等向け周知チラシ） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の配布物について 
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 令和３年度税制改正において、車体課税の見直しについて、令和３年４月１日（自動車重量税は５月

１日）より適用されましたのでお知らせいたします。 

詳細は国土交通省ホームページ「自動車関係税制について（エコカー減税、グリーン化特例等）」 

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000028.html をご参照ください。 

 また、令和３年５月１日以降のエコカー減税対象車両については、国土交通省ホームページの●次回

自動車重量税重量税額照会サービス（登録車）（軽自動車）をご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車体課税の見直し及び中小企業経営強化税制の延長について 
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衝突被害軽減ブレーキ等の自動運転技術については、近年、軽自動車を含む幅広い車両への搭

載が進んでおります。これらの技術は、交通事故の防止に大きな効果が期待される一方、故障時

には誤作動等により事故につながる恐れがあることから、使用時においても、確実に機能維持を

図ることが重要です。 

このため、下図のスケジュール及び流れで自動車の検査（車検）において、自動ブレーキ等の

自動運転技術等に用いる電子制御装置の目に見えない故障に対応するための電子的な検査（ＯＢ

Ｄ検査）を開始することとしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＯＢＤ検査の概要について 
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国土交通省及び独立行政法人自動車技術総合機構より、令和３年１０月１日より以下の通り自動

車の検査の際に支払う法定手数料が変更となる旨、通知がありましたのでお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車検査の法定手数料変更のお知らせ 
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 国土交通省においては、近年、大型車の車輪脱落事故件数が増加していることを踏まえ、ホイー

ルナットマーカー等を活用した新たな点検方法や車齢４年以上の車両に車輪脱落事故が多く発生

していることから、ホイール・ボルト及びホイール・ナットの交換目安等を規定するべく「自動車

の点検及び整備に関する手引」の一部が改正されました。 

 本件について、国土交通省より、下記の通りプレスリリースされましたのでお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車の点検及び整備に関する手引の一部を改正する告示について 
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【内容】ディーラー同士で責任のなすり合いをしている 

・車名：乗用車  ・登録年月：平成２３年５月  ・走行距離：１０１,０００ｋｍ 

   ３年前に３万５千ｋｍ走行の中古車をＡディーラー系中古車販売店からでプレミアム保証

（３年間距離無制限）付きで購入した。メンテナンスは地元の他県Ｂディーラーにお願いして

おり、４万５千ｋｍでハイブリッドトランスミッションオイルを交換したが、７万ｋｍあたり

で異音が出るようになった。そのまま乗り続けていると、時速２０ｋｍの時に追突されたよう

な衝撃を感じるようになったので、販売店に保証修理を依頼、担当営業と同乗試運転を行い、

症状が確認されたので車を預けた。その販売店には修理工場が無いので、認証工場を併設して

いる系列の販売店に出すことになった。数日後、認証工場の整備士から「試運転したが再現し

ないので対処できない」と連絡があったので、「インターネットに同型車の似た症状がクラッ

チシリンダーの交換で正常になったようなことが出ていたので、その部品を交換してほしい」

と申し入れ、保証で修理してもらった。 

   しかしまた同じ症状が出て、改善がみられないので再入庫することになり、販売店の担当営

業と認証工場の整備士が試運転を行った。その後、「上り坂で時速７０ｋｍの荒い運転をした

ら症状が出たので、ミッションオイルを確認したところ適量だったが、７００ｃｃほど補充し

たところ症状が治まった」との報告があり、原因は「Ｂディーラーでミッションオイルを交換

した際に注入量が不足していた」と言うのである、このことをＢディーラーに確認すると、「こ

ちらは規定量を入れた。（Ａディーラーの）認証工場でクラッチシリンダーを交換した際にオ

イルの補充が少なかったのではないか」と反論され、ＡディーラーとＢディーラーとで責任の

なすり合いが始まった。たまりかねて販売店に連絡すると、「通常の運転が保証条件であり、

荒い運転による不具合は保証の対象外。また、既に１０万ｋｍを超えているので保証の対象か

ら外れている」と店長から言われた。７万ｋｍの時から続いている不具合なのに、今になって

保証外と言われるのは納得できない。担当営業も「ずっと続いている不具合なので１０万ｋｍ

を超えても保証対応する」と言っていたのに、店が違うと保証の対応も変わるのかという相談。 

【対応】 

   相談者に振興会の立ち位置を説明し、各店舗の担当者に内容確認をして、「どちらかの店か

ら電話してもらえるようお願いする」と言って一旦電話を切った。 

   １２月５日、認証工場の副店長に事実確認をすると概ね相談者の説明通りであったが、「当

社で購入したが、後のメンテナンスや車検は全て他のディーラーで実施しているようなので、

当社としては修理歴すらわからず、変速ショックの様なフィーリング的な修理だけ入庫しても

らっても美味しくない」と言うので、「相談者はこのメーカーが好きでこの車を購入されたフ

ァンだと思う。相談者にとってどこのディーラーかは関係なく、全国ディーラーのネットワー

クに頼っているだけではないか。この案件は修理歴が不要だと思うが、仮に修理歴が必要でも

相手方に事情を説明して取り寄せればよいこと。そもそも、相談者が指摘する変速ショックは

毎時２０キロで起こる通常運転時の症状で、担当営業が同乗試運転して現象を確認しているの

に、何故毎時７０キロの荒い運転で現象再現させて保証対象外だという話に替わったのか。相

談者は距離も期間も保証対象の時から不具合を訴えており、今も症状は改善しないまま乗り続

け、大変不満を感じている。整備、営業側のどちらからでも構わないので、相談者に連絡して」

とお願いした。副店長から、「あくまでも窓口は中古車販売店なので、担当営業から電話をさ

せる」と回答があり、電話を終えた。 

 

 

全国の整備相談所に寄せられた整備相談事例 Vol.１１２ 
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スズキ エブリイ、エブリイワゴン、キャリイ／ 

日産 NV100 クリッパー、NV100 クリッパーリオ／ 

マツダ スクラムバン、スクラムワゴン、スクラムトラック／ 

三菱 ミニキャブバン、タウンボックス 

ターボ用オイル配管点検時の注意事項について 

 

スズキ株式会社／日産自動車株式会社／マツダ株式会社／三菱自動車工業株式会社 

 

凍結防止剤散布地域や海岸地域を走行した後は、凍結防止剤や塩分が車体下回りやエンジンル

ーム内部品に付着し、錆が発生する場合があります。その状態で使用を続けることにより、下

記対象車両においてターボチャージャのオイル配管に発生した錆が進行して穴あきに至り、オ

イル漏れが発生した事例があります。 

つきましては、以下に点検のポイントを示しますので、定期点検時や車検時にはオイル配管を

点検して、錆や腐食が認められる場合は、必ず部品の交換をお願いいたします。 

■対象車両 
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■ターボ用オイル配管の点検ポイント 

・定期点検時や車検時の点検において、アンダーカバー等がついている車両は取り外し、 

ターボ用オイル配管の錆や腐食状況を目視点検にて確認願います。 

・ターボ裏側などの見えづらい箇所も確実に目視点検いただくようお願いいたします。 

・錆が発生している場合は、必ず部品の交換をお願いいたします。 
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